
第81号　湯沢町議会だより 

 
閉
会
中
の
委
員
会
調
査
 

　
平
成
18
年
2
月
15
日
 

・
防
災
関
係
施
設
整
備
計
画

に
つ
い
て
 

　
非
常
電
源
整
備
状
況
、
応

急
資
材
の
確
保
状
況
、
避
難

所
周
知
に
つ
い
て
調
査
を
行

っ
た
。
 

①
非
常
用
発
電
装
置
設
置
工

事
は
1
月
26
日
で
完
了
し
、

停
電
後
20
秒
で
発
電
機
に
切

り
替
わ
り
、
庁
舎
内
の
照
明

は
100
％
カ
バ
ー
が
可
能
で
あ

る
。
 

②
一
部
建
物
関
係
は
委
託
し

た
が
、
電
気
設
備
に
つ
い
て

は
、
電
気
主
任
で
あ
る
田
村

補
佐
が
行
っ
た
。
総
工
事
費

2
千
91
万
2
千
円
（
設
計
委

託
31
万
5
千
円
を
含
む
）。
 

③
災
害
時
の
応
急
資
材
は
袋

類
1
万
1
千
枚
か
ら
毛
布
、

寝
袋
、
非
常
食
等
を
庁
舎
内

と
車
庫
に
保
管
し
て
い
る
。
 

④
避
難
場
所
案
内
看
板
を
資

料
館
、
公
民
館
に
設
置
。
他

に
つ
い
て
は
、
雪
等
の
問
題

も
あ
っ
て
設
置
場
所
の
確
保

に
苦
慮
し
て
い
る
。
 

・
児
童
に
対
す
る
不
審
者
対

策
に
つ
い
て
 

　
不
審
者
に
よ
る
犯
罪
が
多

発
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実

施
し
た
具
体
的
な
対
応
策
に

つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
 

①
12
月
に
「
防
犯
パ
ト
ロ
ー

ル
実
施
中
」
の
看
板
を
作
製

し
、
各
学
校
、
保
護
者
等
自

動
車
に
貼
っ
て
、
不
審
者
に

対
し
て
地
域
で
の
監
視
を
ア

ピ
ー
ル
し
て
い
る
。
 

②
子
供
達
へ
の
安
全
指
導
、

1
人
歩
き
児
童
の
把
握
、
安

全
マ
ッ
プ
の
点
検
、
危
険
箇

所
マ
ッ
プ
の
作
成
、
保
護
者
・

地
域
の
人
達
に
よ
る
子
供
達

へ
の
声
か
け
お
願
い
を
実
施

し
た
。
 

③
ワ
ン
ワ
ン
パ
ト
ロ
ー
ル（
犬

の
散
歩
者
）
と
し
て
、
子
供

達
の
見
守
り
を
お
願
い
し
、

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
に
も
お

願
い
を
し
て
い
る
。
 

・
ご
み
の
減
量
化
対
策
と
実

績
及
び
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ー

の
導
入
に
つ
い
て
 

　
ご
み
の
搬
入
実
績
及
び
減

量
化
対
策
と
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ

ー
へ
の
対
応
に
つ
い
て
調
査

を
行
っ
た
。
 

①
ご
み
の
搬
入
量
は
昨
年
実

績
（
1
月
末
）
で
減
少
し
て

い
る
。
 

②
電
気
式
生
ご
み
処
理
機
の

導
入
実
績
は
9
台
、
累
計
114

台
。
 

③
平
成
18
年
7
月
1
日
か
ら

可
燃
ご
み
袋
の
料
金
が
改
定

さ
れ
る
。
 

④
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ー
の
導
入

に
つ
い
て
は
、
下
水
道
管
理

者
で
あ
る
水
道
課
と
協
議
、

検
討
し
て
い
く
。
 

委
員
か
ら
 

　
…
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ー
を
導

入
す
る
と
、
下
水
道
使
用

料
は
上
が
る
の
で
は
。
 

　
…
導
入
例
で
は
3
百
円
か

ら
千
円
下
水
道
料
金
を
上

げ
て
い
る
。
 

  
開
会
中
の
委
員
会
審
査
 

　
平
成
18
年
3
月
8
日
 

　
　
　
　
　
　
か
ら
9
日
 

●
議
案
第
8
号
 

・
湯
沢
町
国
民
保
護
協
議
会

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
 

□
審
査
の
結
果
 

　
賛
成
多
数
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
。
 

　
国
の
法
律
に
基
づ
き
、
国

民
の
保
護
に
関
す
る
計
画
を

作
成
す
る
為
の
協
議
会
設
置

条
例
。
 

●
議
案
第
9
号
 

・
湯
沢
町
課
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
 

□
審
査
の
結
果
 

　
賛
成
全
員
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
。
 

　
管
財
課
を
廃
止
、
国
土
調

査
に
関
す
る
こ
と
を
税
務
課

へ
、
町
有
財
産
に
関
す
る
こ

と（
庁
舎
等
に
関
す
る
こ
と
）

を
建
設
課
へ
、
各
担
当
の
施

設
整
備
は
担
当
課
が
担
当
す

る
。
公
衆
浴
場
に
関
す
る
こ

と
を
産
業
観
光
課
へ
、
新
行

財
政
推
進
室
を
新
設
す
る
。

総
務
課
に
消
防
防
災
係
新
設
、

企
画
振
興
係
と
情
報
政
策
係

を
統
合
し
て
情
報
統
計
係
新

設
、
福
祉
保
健
課
の
病
院
係

廃
止
、
産
業
観
光
課
の
施
設

係
廃
止
、
建
設
課
の
管
理
係

と
用
地
係
を
統
合
し
て
維
持

係
と
管
財
係
の
新
設
、
水
道

課
の
下
水
道
係
と
水
道
温
泉

係
を
統
合
し
て
工
務
係
を
新

設
す
る
。
 

　
収
入
役
の
権
限
に
属
す
る

事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、

会
計
課
を
置
く
。
 

　
国
体
推
進
室
を
新
設
、
社

会
教
育
課
の
文
化
財
係
と
国

体
準
備
係
を
廃
止
。
 

●
議
案
第
10
号
 

・
湯
沢
町
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
 

□
審
査
の
結
果
 

　
賛
成
多
数
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
。
 

①
給
与
は
平
均
で
4.8
％
引
き

下
げ
で
、
高
い
人
は
7
％
の

引
き
下
げ
、
1
か
ら
3
級
で

35
歳
ま
で
は
引
き
下
げ
率
は

0
％
で
あ
る
。
但
し
、
経
過

措
置
が
あ
り
、
18
年
3
月
末

の
給
料
は
保
障
さ
れ
る
。
 

②
昇
給
の
号
給
数
は
4
号
給

で
成
績
優
秀
で
最
大
8
号
給

ま
で
昇
給
可
能
。
55
歳
で
の

昇
給
停
止
は
撤
廃
さ
れ
る
。
 

③
行
政
職
給
料
表（
一
）8
級

を
6
級
、行
政
職
給
料
表（
二
）

6
級
を
5
級
。
 

④
年
4
回
の
昇
給
月
は
、
1

月
の
年
1
回
に
な
る
。
最
高

号
給
で
停
止
。
 

⑤
勤
勉
手
当
年
間
1.45
ヶ
月
の

予
算
で
、
支
給
は
1.42
ヶ
月
支

給
。
0.03
ヶ
月
分
は
勤
務
成
績

に
よ
る
支
給
分
の
原
資
と
し

て
確
保
。
 

⑥
職
員
が
負
傷
若
し
く
は
疾

病
に
係
る
療
養
期
間
の
給
与

100
％
支
給
に
つ
い
て
は
、
6

ヶ
月
を
90
日
に
減
。
 

⑦
附
則
に
よ
り
昇
給
は
平
成

22
年
3
月
31
日
ま
で
は
、
そ

れ
ぞ
れ
1
号
給
減
。
 

 

総
務
文
教
常
任
委
員
会
報
告

総
務
文
教
常
任
委
員
会
報
告
 

総
務
文
教
常
任
委
員
会
報
告
 


